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国内における
災害時の女性と子どもに対する
暴力問題とその対策のあり方

※本資料は、減災と男女共同参画 研修推進センターが作成している
研修用資料の「災害時の女性と子どもに対する暴力とその対策」に
もとづくものです。 1
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資料（抜粋版）

1995年 阪神淡路大震災

対策は取られなかった
① 発生状況を示す客観的資料がない
② 暴力の発生を否定する反応・バッシング・デマ化
③ 防災・復興の課題としての認知度、優先順位の低さ

2004年 新潟県中越地震

第３次男女共同参画基本計画（防災分野）（2010年）
「避難場所や災害ボランティア活動などの場の安全の確保」

2011年 東日本大震災

• 「女性や子育てのニーズを踏まえた災害対応」要望
• 女性の悩み・暴力相談事業 ・ 調査の実施
• 「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」

はじめての対策・調査
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「災害時の暴力」
・・・・認識されるまで

課題の「発見」
• ウィメンズネットこうべ （1995）
• 斎藤学氏 （精神科医）（1999）
「震災後の神戸を舞台にした性被害と
いうことなら、東京にいる私のところにさ
え複数の相談が寄せられた」
（毎日新聞1999年4月6日「オトコの生き方」）

2020年現在 ようやく防災の課題として認識が進むか？

『東日本大震災「災害・復興時における女性と子どもへの
暴力」に関する調査報告書』

http://risetogetherjp.org/?p=4879 （全文ダウンロード可）

（2013 年 12 月発行、2015 年 1 月修正）

【調査主体】

東日本大震災女性支援ネットワーク

調査チーム
ゆのまえ知子(NPO法人フォトボイス・プロジェクト共同代表)

吉浜美恵子(ミシガン大学社会福祉大学院教授)

柘植あづみ(明治学院大学社会学部教授)

正井禮子(NPO法人女性と子ども支援センター
ウィメンズネット・こうべ代表理事)

池田恵子（静岡大学教育学部教授） 3

東日本大震災における女性と子どもに対する暴力の実態

ここからは、以下の報告書の内容を紹介する形を取ります

※ 東日本大震災女性支援ネットワークは
2014年3月で解散しました。お問い合わせは
減災と男女共同参画 研修推進センターへ


強制わいせつ
強姦・強姦未遂

男性が隣に寝に来る
体を触る
着替えや授乳を覗く
強姦・強姦未遂
盗撮

災害時の暴力の特徴（DV以外の性暴力）

環境不備型の暴力
避難所の
共有の場で

安全でない
場所で
 男女別でない仮設トイレ
 街灯の壊れた道
 人気のなくなった街

対価型の暴力対価型の暴力
 支援と引き換えに、性行為や側
にいて世話をするよう要求する

支援している子どもに「キスし
て」と迫る

✔支援者と被災者の両方が
加害者・被害者になりうる

✔普段よりも訴えにくい
✔子ども～60代まで被害に

特徴
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災害時の暴力の特徴（DV：ドメスティックバイオレンス）
身体的暴力

殴る、たたく、蹴る
 どなる、家具を壊す

災害前から暴力やその傾向があり、災害を機に、
暴力の形態が変ったり、程度が悪化する場合が多い

特徴

災害による喪失や環境
の変化が、女性に不利
な形で表れやすい
家や車などを失くす、
失業する、転職、転居、
同居・別居

経済的暴力

義援金、支援金を家計に入れない
家財や家を「全部、俺のものだ」と言う
原発避難中の妻子に生活費を渡さない精神的暴力・行動監視

生き残ったことを責める
離婚を頻繁にほのめかす
車を妻に使わせない

性的暴力
避難所で性行為ができない環境なのに、
夫が接触してくる

被災者救済の制度が
不平等
世帯主名義の義援金や
仮設住宅の支給

災害時のプライバシー
避難所でDV夫とばったり、
わざわざ探しに来た
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災害時の支援と暴力・ハラスメント

被災者から支援者へ

被災者が相手では、「やめ
て」と言いにくい

スタッフやボランティアへ研修（暴力の傾向、被災者との関係）
被災者宅訪問は、男女がペアで
 「支援に関する窓口」設置…被災者が伝えられる体制を
暴力にあった／加担した、暴力を見聞きした際の具体的対応策
専門団体（相談、司法、医療、警察など）と平常時から連携

支援団体に
必要な体制

支援者同士の間で

支援の場でハラスメントを無くすことは、女性も十分活躍し、女
性や多様性に配慮した支援を行うために不可欠

支援者から被災者へ

支援する立場を乱用して
はならない

暴力を見過ごさず、防止に努めることは、
支援関係者全員の重要な責務
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被災者ー支援者における力関係

基本的には支援者が相対的に

強い立場と考えるべき

被災者＜支援者

国、地域、災害状況、相手となる被災者の立場、関
係者の意識などにより、力関係は変わり得る

同じ支援者でも、行政関係者か、専門性や社会的
地位が確立した人か、大きなボランティア団体の関
係者かそうでないか、熟練したスタッフか若い個人
のボランティアか、といった支援者の立場によっても、
その力関係は違ってくる

『男女共同参画の視点で実践
する災害対策テキスト災害と
ジェンダー<基礎編>』（2013年）
「第３章 被災者支援をめぐる
ジェンダー課題」
http://gdrr.org/2014/05/153/

7

被災者ー支援者における力関係

被災者と支援者の関係は、組織と個人、という視点を入
れると、さらに複雑になる
＊被災地域の組織ー支援組織

＊被災者個人ー支援組織

＊被災者個人ー支援者個人

＊被災地域の組織ー支援者個人 など多様な組み合わせ

 こうした力関係とジェンダー（性別）は深く関係
• 日頃から発言力もちにくい女性・障害者・外国人などには、支援が
十分行きとどかないことも。

• 交差性の問題（例：女性の障害者・外国人など）

• 支援者側の責任ある立場にジェンダー・多様性の視点が欠けると、
女性やマイノリティの支援の実現は難しくなる（結果、子どもや高齢
者の支援、衛生対策などの面でも支援の質が低下する可能性大）

• ジェンダーに関する暴力問題（DV/性暴力・性的ハラスメントなど）へ
の対応の遅れ

例：ボランティア個人＞子どもの被災者

（１対１で周囲に誰もいない場合）
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災害ボランティア活動上のジェンダー課題とその対応

〔A〕 支援活動上の気づき

例：プライバシーが無い、必要な物資がいきわたらない、
例：固定的性別役割が強化される問題（被災者・支援者ともに）
例：DV/性暴力・性的ハラスメントが起こっているのを見聞きしたり
自分が直面する

 対応の方向性 （事前のオリエンテーション・研修などに加えて）

＊性別役割の固定化を助長しない

＊性別で活動を安易に分けない（男女両方いるほうが被災者も

安心したり活動の質が上がる可能性も）

＊連絡先の交換については教えない自由もあることを伝える

＊ボランティア活動専用のメールアドレスを作って対応する など
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災害ボランティア活動上のジェンダー課題とその対応

〔B〕 活動環境上の課題

例：活動現場の状況（トイレの有無・活動するメンバーの男女比など）
例：宿泊所の環境 （入浴設備の有無・安全、着替え場所、寝る場所）

例：ボランティア間の人間関係など

 対応の方向性 （事前のオリエンテーション・研修などに加えて）

＊活動開始前の事前説明を行う

＊女性ボランティアが複数いる状況をつくる

＊周囲に男性しかいない場合は、女性ボランティアの要望を聞

いて対応する。

＊個人情報については、むやみに制限する必要はないと考えます

が、個人情報を教えない事由についても伝えること、迷っている

人へのアドバイスの仕方、問題が起きた場合の対処方法につい

てスタッフ間でで取り決めておく など 10

http://gdrr.org/2014/05/149/
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具体的な対策を！

性暴力・性犯罪
 DV（夫婦・恋人間
での暴力）

 セクハラ

「災害時の暴力」・・・防災・災害対応での位置づけ

１．暴力相談・女性相談窓口の周知
２．ボランティアの安全
３．避難所運営における女性の意見の反映
４．対策の好事例 （内閣府2011.4.4）

東日本大震災での防止対策

 災害時の暴力問題は認知度が低い
 社会の姿勢（被害者の苦しみの否定、発生自体の否定）
 女性たちが声を出せない社会のあり方
 被災して弱い立場におかれ、支援を必要とする女性の増大

災
害
時
に
も
安
全

に
暮
ら
し
た
い
！

皆
の
願
い
で
す
。

過去の大災害では・・・

防災に関わるすべての人にとって、
重要な課題と位置づける

まずは、実態を知る
専門機関との連携体制
平常時から暴力防止・支援の充実

暴
力
防
止
は
、

有
効
な
災
害
対
応
や

支
援
の
基
礎
で
す
。

しかし・・
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＊窓口情報の伝達努力の必要性
（マスメディア、インターネット等の積極的活用、避難所への張り出し、
チラシの配布等。DVや性暴力の問題正面から触れたセンターは多い）

＊生活に関する正確な情報提供もできることが大切
（情報を収集・整理する人の確保や詳しい部署との連携も）

＊避難所からは電話をかけること自体容易でないという現実
（プライバシーが無い、携帯電話を持ってない・電源確保が難しい

料金がかかることへの躊躇、等）

＊避難所に女性相談支援として第三者が入ることは難しい
（医療関係者との連携のほか、ハンドマッサージ等の支援で入り、女性の
ニーズ・声を聞いたケースが多い。現地相談会を行ったセンターも）

＊多様な関係者との連携による情報収集・発信の必要性
（避難所でも役場でも普通に意見を聞けば男性主導の返答になる傾向）
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災害時（特に直後～避難時期）の相談支援における留意点
～被災地の男女センターの活動に関する各種調査報告より～

内閣府男女共同参画局
http://www.gender.go.jp/policy/saigai/fukkou/guidel
ine.html

①『男女共同参画の視点からの防災・
復興ガイドライン』（2020年5月改定）
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内閣府男女共同参画局 http://www.gender.go.jp/policy/saigai/fukkou/guideline.html

①『男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン』
（2020年5月改定）

①支援への公平なアクセス （支援や情報が得られにくい集団をつくりださない）

②安全の確保 （加害者の報復にも対応した報告システム、支援者の行動規範）

③男女の違いや多様性に対応した支援システム

7つの
基本方針
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17内閣府男女共同参画局http://www.gender.go.jp/policy/saigai/fukkou/guideline.html 18内閣府男女共同参画局http://www.gender.go.jp/policy/saigai/fukkou/guideline.html

内閣府男女共同参画局
http://www.gender.go.jp/policy/saigai/fukkou
/guideline.html
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1. マッサージやサロンなど交流イベントを通した相談、
気になる世帯とその周囲へ声掛け

2. 行政などの相談窓口に関する情報の周知
3. 暴力、DVに関す啓発活動（チラシ、カード）
４． 被害者を医療、法的支援、カウンセリングなどへ繋いだ

5. 地域の女性団体や男女共同参画部署と連携して、対応のアド
バイスをもらった。

6. 警察官や自衛官などの巡回を依頼した。
7. 仮設トイレの設置状況（男女別、女性が使いやすい場所、照明
など）、避難所の環境を見直し、被災者に提案して改善した。

8. 飲酒や避難者同士のトラブルについて避難者がルールを決め
るように支援し、安全の話題をさりげなく盛り込んだ。

9. 復興支援員への研修にDVに関するテーマを含めた。

②安全対策（も兼ねた）の活動事例
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③一般ボランティア
への啓発資料
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2011年4月下旬から配布開始
（右の資料は第2版）

『25の事例・視点から学ぶ
災害ボランティアセンター設置・運営のヒント』
（東京都災害ボランティアセンターアクションプラン推進会議 （事務局:TVAC）
が作成。GDRRメンバーも作成委員会委員として参加）

事例５ 性別の視点でのニーズ把握（要援護者支援とも直結）

避難生活で複雑化・多様化する被災者ニーズ。家族のケア役割を負っている

ことが多い女性たちの声をより積極的に聞くことは、被災者支援全体の質の向上に直結する。

女性特有の配慮・支援はもちろん、要援護者支援にも不可欠な視点である。

事例８ 暴力・ハラスメント～ジェンダー視点からの安全衛生～
ＤＶ、性暴力、プライバシーにかかわる問題に、被災者支援の現場で備える必要がある。

被災者の中での問題だけでなく、ボランティアから被災者へ、また被災者からボランティア

への暴力やハラスメント、写真やメールアドレスなどの個人情報の取扱いなど、事前の研修、

相談・支援体制、現場でのオリエンテーション、専門機関・団体との連携等が欠かせない。

事例20 女性被災者への寄り添い支援
プライバシーや安全が守られない劣悪な環境で、自分のことを後回しにしながら家族や地域

の世話に奔走し、しかも十分な評価も休息も得られない状況に、自尊感情さえ失っていった被災

女性たち。男女共同参画（女性）センターや女性支援団体によって、寄り添い支援が実施された。

子どもの一時預り、洗濯支援、自分の意志で物を選ぶ機会づくりなども生活復興の一歩となった。

④災害ボラセンの活動と暴力・ハラスメント対策
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⑤災害時の性暴力・DV等の対策に関する研修
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例年は70-80分かけて
グループワーク

基礎学習で暴力問題と
基本対策にも触れる  過去の大災害で、女性や子どもに対してどのような暴力が発生

してきたかについて、災害対応に関わる人や、地域の防災にか
かわる人々に寄り添いつつ、周知する。

＜そのための伝え方のポイント＞

① 真実を、勇気をもって（ただしプライバシーには配慮して）、丁
寧に伝える。

② 他の課題（物資、生活環境、災害時の子育てや介護など）と同
様に扱う。

③ 男性を社会から暴力をなくすための「担い手」であると位置づ
け、男女が共同して活動していけるようにする。

④ 問題だけを示すのではなく、具体的な対策を提示する、もしく
は一緒に考える。

この課題の扱いについて
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